令和８年度  高齢者自主グループ講師派遣申請手続の流れ
 (
★
生涯学習課(第二庁舎２階)の窓口へ次の書類を提出します（
メール、
郵送でも可）。
  ①
高齢者
自主グループ講師派遣事業応募申込書
  ②
高齢者
自主グループの活動紹介書
  ③事業計画書
  ④会員名簿
※
応募申込書にご記入いただく講座名・講座内容・講師名は、採択後に変更する場合、再度社会教育委員会での審議が必要とな
る場合があり
ます。記入内容につきましては、十分にご検討のうえご記入ください。
★社会教育委員会議から、各団体の申請内容等について意見を聴取します。
  　
募集団体数を越えた場合は要領に基づき、
過去５年間で派遣回数の少ない
高齢者
自主グループを優先します。
それでもなお、定数を超えている場合は、抽選により、講師派遣
高齢者
自主グループを決定します。抽選となる場合は、生涯学習課より、対象グループに別途ご連絡いたします。
★
講師派遣を正式決定します。その後、講師派遣が正式決定した
高齢者
自主グループへ、派遣決定通知書及び関係書類一式を送付します。
※関係書類をお読みになってご不明な点がございましたら、生涯学習課
(0422-29-9862
)へお問い合わせください。
★
講師派遣対象となる学習会・講演会の派遣日時、実施場所、学習
テーマ
、派遣講師を各
高齢者
自主グループで確定してください。講師派遣が可能な期間は
令和８
年６月
１
日(
月
)～
令和９
年３月31日(
水
)となります。
※
応募時点から講座名・講座内容・講師名を変更される場合は、
変更届の提出
（必須）
、また
再度社会教育委員会での審議が必要となる
場合
があります。そのため、変更の可能性がある場合は、余裕をもってお知らせください。
)
 (
応募申込書の提出
４月８日(水)
午後５時
まで
)


 (
社会教育委員会議
に意見を聴取
４月
21
日（
火
）
)





 (
講師派遣自主グループの正式決定
)
 (
講師派遣決定通知書及び関係書類一式の受取り
)


 (
講師派遣対象の学習会・講演会の派遣日時等の確定
)




 (
★
派遣日時等の確定後、次の書類を生涯学習課に提出します。
  ①
高齢者
自主グループ講師派遣実施申込書
  ②
広報原稿
（締切日までに必ず生涯学習課に提出
）
　③三鷹市生涯学習センター施設使用願い（生涯学習センターを使用する場合のみ）
　④チラシ（作成する場合のみ）
※
広報原稿は講師派遣実施申込書と必ず一緒に提出
してください。「広報みたか」で一般の参加者を募り、
無料
（教材費は参加者負担でも可）で学習会・講演会を行うことが
講師派遣の前提条件
ですので、厳守してください。
※諸事情により講師派遣実施申込を取りやめる場合は、速やかに、生涯学習課までご連絡ください。
★
生涯学習課に提出した申込書の内容に従って、講師派遣対象の学習会・講演会を実施してください。
) (
派遣申込書・広報原稿等の提出
)






 (
講師派遣対象の学習会・講演会の実施
) (
★
講師派遣対象の学習会・講演会終了後、
１週間以内
に次の書類を
生涯学習課
の窓口に提出してください。
①高齢者
自主グループ講師派遣実績報告書
②
債権者登録兼支払金口座振替依頼書（新規、変更
の場合のみ
）
※実績報告書の記載された内容に基づき、講師の方に謝礼金をお支払いします。記載漏れ、記載間違いにご注意ください。
※昨年度と講師が同様の場合、債権者登録兼口座振替依頼書の提出は必要ありません。ただし、登録した内容の住所・口座等に変更がある際は提出が必要になりますので
、講師に確認して
ください。
　※実績報告書及び、債権者登録兼口座振替依頼書の提出が遅れると、講師謝礼をお支払
い
できない場合もございますので、ご注意ください。
) (
実績報告書等の提出
)

